
学納金判決の争点と説明責任 2003 年 12 月 18 日(木) 
時 間 講 義 項 目 

13：00 
～ 

13：30 

□ これからの入学金・授業料等の学納金施策 

～大学という組織体の再生産コストとは～ 

関西国際大学  濱名 篤 

１． 学費・奨学金に対する大学側の現状認識の変化 

２． 学費・奨学金の多様化・個別化の現状 
３． 保護者の大学教育と対費用効果に対する評価 
４． 保護者と学生のコミュニケーションと大学への満足度 
５． 保護者・学生に対する情報開示・コミュニケーションの現状と効果 
６． 学費の個別化と説明責任 

13：30 
～ 

14：00 

□ 入学金・授業料返還訴訟の争点 
～消費者契約法とその運用をめぐって～ 

一橋大学大学院  松本 恒雄 

１． 在学契約は消費者契約か 

２． 解除に伴う損害賠償－契約の成立はいつか 
３． 損害賠償の予定・違約金－入学金・授業料の性質 
４． 平均的損害－立証責任 

＜最新報告＞ 入学金・授業料の返還訴訟 

14：10 
～ 

14：40 

［関西］京都・大阪地裁における学納金判決 

前納入学金・授業料返還弁護団  松丸 正 
１．なぜ、入学金・授業料返還訴訟を提訴したのか 
２．原告の請求の理由･･･公序良俗と消費者契約法 
３．京都・大阪地裁の判決内容･･･消費者契約法のあるとき、ないとき 
４．今後の訴訟の論点･･･定員割れのおそれはあるのか 
５．大学と文科省に望むこと 

14：40 
～ 

15：10 

［関東］東京地裁における学納金判決 
入学金・授業料問題東京弁護団  塩谷 崇之 

１．東京弁護団の活動と訴訟の進行状況 
２．弁護団の主張と大学側の反論内容 
３．東京地裁平成15年10月23日判決について 

(1)判決内容   (2)判決の特徴   (3)今後の見通し 
４．社会から批判されない学納金施策を！ 

15：20 
～ 

17：00 

＜パネル討論＞ 学納金返還問題と大学の説明責任 

パネリスト ► 濱名 篤／松丸 正／塩谷 崇之 
司   会 ► 松本 恒雄 

１．入学金の法的性質 
２．入学辞退による損害の発生の有無と立証責任 
３．定員確保の必要性と定員割れ対策 
４．大学の収益モデル 
５．情報公開・説明責任のあり方 

 


